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施策評価調書（４年度実績）
施策コード Ⅱ－１－（４）

政策体系

　施策名　元気で豊かな農山漁村づくり 所管部局名 農林水産部 長期総合計画頁

取組№ ① ② ③

目標達成度（％）

83

　政策名　挑戦と努力が報われる農林水産業の実現 関係部局名 農林水産部

取組項目 豊かな地域資源を活用した価値の創出 地域で育む農山漁村づくり 鳥獣害対策の効果的な推進

年度 基準値 目標値

日本型直接支払協定面積（ｈａ） ② H26 36,579 43,000

指　　　　標
関連する
取組№

基準値 ４年度

有害鳥獣による農林水産業被害額（百万円以下） ③ H26 274 150

平均評価

概ね
達成

　中山間地域等直接支払交付金事業を17市町において実施し、1,197の集落協定と27の個別協定が締結された。これにより、15,760ｈａの農用地を対象
として農業生産活動の維持や鳥獣害防護柵の設置等による保全活動が行われ、耕作放棄地の発生防止が図られた。また、多面的機能支払交付金に
ついては、新たに2地区の広域組織を設立した。これにより、22地区の広域組織を含む598組織が草刈りや水路補修等の活動を24,226haで取り組み、農
地や水路等の地域資源が適切に保全された。この結果、日本型直接支払協定の全体面積は39,986haとなり、目標値を概ね達成した。

達成

達成
　予防集落環境対策を強化するため農家や市町村職員等の関係者を対象とした研修会を開催し、防護柵の計画的な設置を推進した。また、有害鳥獣
の捕獲圧を強化するため捕獲報奨金への支援、日田英彦山系でのシカの集中捕獲、自衛隊演習場内での有害鳥獣捕獲を実施した。この結果、目標値
を達成した。

評価 理　　　　由　　　　等



【Ⅳ．指標以外の観点からの評価】 【Ⅴ．施策を構成する主要事業】

③

【Ⅵ．施策に対する意見・提言】

【Ⅶ．総合評価と今後の施策展開について】

取組
№

指標以外の観点からの評価
取組
№

事業名（４年度事業）
事務事業評価

 成果指標の達成率（％） 掲載頁

194

森林資源デジタル情報活用支援事業 92.3 194

②

195

195

196

196

①

・世界農業遺産において、ＳＮＳ等やイベント機会を捉えた情報発信、イ
ンフルエンサーを活用した交流人口拡大機会の創出等に注力した（活
用したインフルエンサー：大分トリニータ公式アカウント53,000フォロ
ワー）。
・市町村支援体制を拡充した結果、電力会社とタイアップした電線沿い
の森林整備(10市町村)や、観光地等での木材活用(9市町)が進んだ。

①
世界農業遺産ファンド推進事業 74.5

直売所を拠点とした中山間地域農業推進事業 96.7

集落営農継続発展対策事業 94.3

農業農村整備計画調査事業 100.0

農業農村多面的機能支払事業 90.1

Ａ

・R5年度で世界農業遺産認定10周年となることから、小学生から高校生までの若年層を中心としたシンポジウムを開催することにより、次世代への継承を推進す
る。また、高校生「聞き書き」の対象地域の拡充を継続実施するほか、インフルエンサーによるSNS等を活用した情報発信を行うことにより、県内若年層を中心とし
た認知度の向上を図る。
・引き続き、日本型直接支払制度を周知・推進して取り組みの拡大を図るともに、市町への指導・助言等により制度の適正な実施を啓発する。また、市町や土地改
良区等を単位とした広域化を推進し、組織の事務負担軽減・効率化を図る。
・農業生産基盤や生活環境基盤の整備などによる農業農村の活性化や農業水利施設の水管理等の省力化など、適切な維持管理を支援する。
・農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮に向け、市町や土地改良区を単位とした広域化による組織強化等の事務の効率化を推進し、組織の事務処理の軽
減を図るなど、活動面積の拡大に取り組む。
・牧草地での囲いわな技術の確立によるシカの効率的な捕獲や実践的なスキルアップセミナーを実施することにより、鳥獣被害の軽減を図る。
・第43回全国豊かな海づくり大会の成功に向けて、基本計画を策定するとともに、1年前のプレイベント等を実施することで、大会開催に向けた機運を醸成する。

②

・直売所の魅力や機能向上に向けて、直売所のレイアウト変更、地産地
消ＰＲ資材の作成支援、先進事例研修会開催(10月)、農薬適正使用啓
発等を行い、農産物の消費拡大や中山間地域の活性化等を図った。
・集落営農法人の重点指導対象を定めて経営多角化や規模拡大を推
進した結果、担い手不在集落数は前年度から12集落の減少となった。
・伏田地区（宇佐市）ほか2地区において、基盤整備事業の事業計画策
定を行い、水田畑地化等による園芸産地づくりに向けた取り組みを推進
した。

鳥獣被害総合対策事業 100.0 196

③

・581の予防集落において、鳥獣被害軽減に向けて予防対策を講じた結
果、225集落で被害が無くなった。
・「県内一斉捕獲」や隣県4県と連携した「九州シカ広域一斉捕獲」をシ
カ・イノシシ等の妊娠期などに実施し、有害鳥獣の効果的な捕獲推進を
図った。

○第１回大分県日本型直接支払検討会（R4.11)
・中山間地域等直接支払制度について、集落機能強化加算等の措置を活用した優良事例をつ
くり、他地域へ周知・推進することで効果的な活用を図るべき。

○R4年度大分県鳥獣被害対策本部会議（R4.6）
・大分県の農林業被害を軽減させる取り組みは成果を上げているが、依然としてシカ
被害が大きいため、捕獲頭数の増加に向けた取り組みの強化などが必要。

総合評価 施策展開の具体的内容


